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八街市教育委員会議事録 

 

令和８年第３回定例会 

 

期　　　日　　令和８年３月１９日（木） 

　　　　　　　開会   午後　２時００分 

            　閉会　午後　３時０５分 

 

場　　　所　　大会議室 

 

教育長及び　　教 　 　 育 　 　 長　　　　　　　浅　尾　智　康 

出 席 委 員　　教育長職務代理者　　　　　　　山　田　良　子 

委　　　　　　員　　　　　　　吉　田　昌　弘 

委　　　　　　員               近　藤　　　博 

            　委　　　　　　員     　　　　　伊　藤　良　子 

 

出 席 職 員    教 　 育 　 部 　 長　　　　　　　川　津　和　久 

　　　　　　　教 育 総 務 課 長　　　　　　　塚　本　　　廣 

　　　       　学 校 教 育 課 主 幹　　　　　　　羽　賀　　　誠 

　　　       　　社 会 教 育 課 長  　　　　　　富　谷　のり子 

　　　　　　      　ｽﾎﾟｰﾂ振興課長兼ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ所長　　宮　内　英　史 

　　　　　　　中 央 公 民 館 長　　　　　　　菅　沼　邦　夫 

　　　       　図 書 館 長  　　　　　　金　谷　隆　之 

            　学校給食センター所長　　　　　吉　野　輝　彦 

　　　       　郷 土 資 料 館 長  　　　　　　青　栁　好　宏 

　　　　　　　教育総務課副主幹（事務局）　　五木田　英　保　　　　　　 

　 

１．教育長開会宣言 

○教育長 

  ただいまから、令和８年第３回八街市教育委員会定例会議を開会します。 

　本日の出席は、私を含めて全員です。 

　定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。 

　本日の日程は事前に配付のとおりです。 

　 

２．議事録署名人の指名 

○教育長 

  議事録署名人に近藤委員と伊藤委員を指名します。 
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３．教育長報告 

○教育長 

　教育長報告を教育部長よりお願いします。 

○教育部長 

　資料の１ページをご覧ください。 

　令和８年２月２６日から３月１８日までの教育長が出席した行事及び動静

について、主なものをご報告いたします。 

　はじめに、議会関係につきまして、まとめてご報告いたします。 

　２月２６日、令和８年３月定例会  議案質疑が行われ出席しました。 

　教育委員会関係では、議員２人から３件の議案に対する質疑がありました。 

　質疑の１件目は、「使用料等の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について」、２件目は「令和７年度一般会計補正予算（第１１号）につい

て」、３件目は「令和７年度一般会計補正予算（第１０号）について」の質問

でした。 

　３月５日、６日及び１１日の３日間、令和８年度予算審査特別委員会におい

 て新年度予算についての審議が行われ、出席しました。

　３月１３日、本会議に出席し、各常任委員会委員長報告、予算審査特別委員

会委員長報告並びに提出された各議案に対する討論及び採決が行われ、提出さ

 れた全ての議案が可決されました。

　また、同日、追加議案として「令和８年度八街市一般会計補正予算（第１号）」

として、令和８年度第６回小出義雄杯八街落花生マラソン大会の開催経費に係

る予算案を上程し、可決されましたので、令和８年度におきましても同マラソ

 ン大会を開催する方向で、同大会実行委員会と協議を進める予定でおります。

　議会関係は以上となります。 

　次に、市内の幼稚園、小・中学校及び高等学校における卒園式及び卒業式に

 つきまして、まとめてご報告いたします。

　３月１日、千葉黎明高等学校卒業式、３月１２日、八街中央中学校卒業式、

３月１７日、朝陽幼稚園卒園式、３月１８日、朝陽小学校卒業式にそれぞれ出

 席しました。

　なお、本年度の市立幼稚園の卒園生は３６人、小学校の卒業生は４０４人、

 中学校の卒業生は５１５人でした。

　また、山田教育長職務代理者  並びに  委員の皆様にも、幼稚園の卒園式及び

  小・中学校の卒業式にご出席いただき、ありがとうございました。

　引き続き、日付に沿って、主なものをご報告いたします。 

　２月２５日、市役所において、幼小中高連携教育推進委員会に出席しました。 

　教育長は、閉会行事のみの出席となりましたが、会議では、令和７年度の連
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携の取組について、各園・各校からの実践事例をまとめた動画を委員全員で視

 聴しました。

　特に、八街南中学校区におけるオンラインによる外国語交流会の記録映像に

ついては、新しい時代に対応した新たな取組として注目されるとの感想があり

 ました。

　その後、「令和７年度の連携教育の成果と課題」をテーマに、各中学校区ご

 とに協議を行いました。

　各学区の連携教育については、連携の意義が十分に理解され、校種を超えた

つながりが子どもたちの成長に資する確かな取組となってきていることなどが

 確認されました。

　３月５日、市役所において、第２回八街市安全対策事業協議会に出席しまし

 た。

　この協議会は、朝陽小学校区及び二州小学校区で運行してるスクールバスの

効果について、安全面や見守りの視点から検証することを目的として設置して

 いる組織です。

　協議会には、有識者として千葉工業大学の教授をはじめ、両校の校長、地域

代表、保護者代表、バス運行会社及び警備会社の代表が出席し、今後のスクー

ルバスの運行や見守り隊の在り方などについて、活発な意見交換が行われまし

 た。

　３月７日、中央公民館において、こうみんかん祭を視察しました。 

　この行事では、公民館活動サークルの皆様が、日頃の活動の成果発表などが

行われ、７日・８日の２日間で３千６０９人の参加がありました。 

　３月１０日、朝陽小学校において、感謝状贈呈式に出席しました。 

　これは、朝陽小学校隣接の京葉製鎖株式会社様から朝陽小学校に対してスポ

ットクーラー１台が寄贈され、体育館に設置したことで、暑い日でも体育館で

の授業が可能になったことを受け、同社に対して八街市長からの感謝状を贈呈

 しました。

　３月１１日、市役所において、千葉工業大学から本市の児童に対して寄贈さ

 れたノート等の文具を受領しました。

　千葉工業大学からは、昨年に続き、ノート２千７００冊、鉛筆２千４００本、

富士山消しゴム２千４００個が贈られましたので、新年度、各小学校の児童全

 員に配布させていただきます。

　３月１５日、中学生の居場所「ナッツアップ？」による活動報告会を視察し

 ました。

　報告会では、認定ＮＰＯ法人カタリバによる基調講演の後、ナッツアップ？

の活動報告、利用者の中・高生からの報告、学生ボランティアからの報告、八

 街推し活クラブの活動報告がありました。

　同日、中央公民館において、八街市文化協会創設７０周年記念式典に出席し
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 ました。

　式典では、長年にわたる同協会への貢献に対して３人の方々が表彰されまし

 た。

　その後、アトラクションが催され、民謡・舞踊・カラオケ・マジックなどの

 舞台発表がありました。

　そのほかの行事につきましては、書面をもって報告させていただきます。 

○教育長 

　ただいまの報告に対して、質問等がありましたらお願いします。 

＜質疑なし＞ 

 

４．前回議事録の承認について 

○教育長 

　続いて、議事録の承認についてお諮りします。 

　前回２月２５日に開催しました第２回教育委員会定例会の議事録の写しを

お手元にお配りしましたが、内容について、ご異議ありませんか。 

＜異議なし＞ 

　異議なしと認め、当該議事録につきまして、後ほど議事録署名人からの署

名を頂戴したいと思います。 

 

５．議題 

○教育長 

　本日の議題を宣告します。 

　本日の案件は議案第１号の議案１件、第１号報告及び第２号報告の報告議案

２件及び報告２件です。 

　続きまして、非公開について、お諮りします。 

　第２号報告については、教育委員会会議規則第１３条第１項第１号「任免・

賞罰等人事に関する事項」及び同規則同条同項第４号「関係機関との協議を必

要とする事項」に該当することから非公開により審議したいと思いますがご異

 議ありませんか。

 

  ＜異議なし＞ 

 

○教育長 

　ご異議なしと認め、第２号報告については、非公開により審議することと

します。 

　はじめに、議案第１号八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助

実施要綱の一部改正について事務局の説明をお願いします。 
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○学校教育課主幹 

　議案第１号八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱の

 一部改正につきましてご説明いたします。

　資料の２ページ～３ページ及び参考資料１ページ～１９ページをご覧くださ

い。 

　最初に、この改正は、八街市へ区域外就学が認められている児童生徒の就学

援助の取り扱いについて、近隣自治体の規定と同様に関係教育委員会との協議

の上、就学援助費の支給対象者とすることができるよう、近隣自治体との均衡

 を図るため定めるものです。

　内容については、八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施

 要綱第２条第４号及び第５号中「次条」の次に「第１項」を加える。

 　また、第３条に次の１項を加える。

　２前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令第９条に規定する区域外就学

が認められている児童生徒又は就学予定者の保護者で、前項各号のいずれかに

該当するものは、関係教育委員会と協議の上、就学援助費の支給対象者とする

 ことができることといたします。

 　併せて、第４条第１項中「前条」の次に「第１項各号」を加えます。

　次に、第４条第２項、別表第２中、学校給食における支給対象費用の内容に

ついて、保護者が負担するべき費用であることを明示することで、給食費負担

 軽減交付金による保護者の負担額の変更に対応するためです。

また、部活動地域展開による受益者負担費用を援助することにより保護者の経

済的負担を減らし、学校生活を円滑に過ごすことができるようにするため、中

学校部活動地域展開にともなうクラブ活動を行う準要保護生徒について、クラ

 ブ活動費として、限度額５万４千１５０円を援助します。

　つきましては、双方とも備考欄に追記することで解釈及び運用上の適正化を

 図るものです。

 　なお、予算については、当初予算で計上済みです。

 　施行期日は、令和８年４月１日から施行します。

 　以上で説明を終わります

 　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○教育長 

 　ただいまの事務局の説明に対し、ご質問等がありましたらお願いします。

 　私から質問です。

 　現在、他市からまたは他市へ区域外就学している児童生徒はわかりますか。

○学校教育課主幹 

　他市から本市へ通学している児童生徒が４名、他市へ通学している児童生徒

 が１名、計５名です。
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 ○教育長

　確認ですが、今回の改正点は３点で、１点目が就学区域外児童生徒の取扱い。 

　２点目が学校給食費の定義づけ、３点目が部活動地域展開のクラブ活動の受

 益者負担分の支援限度額の引き上げですね。

 ○学校教育課主幹

 　そのとおりです。

 ○教育長

 　他にご質問等がありましたらお願いします。

 

 　　＜質疑なし＞

 

　他に質疑がなければ、議案第１号につきまして、原案のとおり可決すること

 にご異議ありませんか。

 

 　〈異議なし〉

 

 ○教育長

 　異議なしと認め、議案第１号について可決することに決定しました。

　続きまして、第１号報告、令和８年度八街市一般会計教育費予算の補正につ

いて事務局の説明をお願いします。 

○スポーツ振興課長 

　「令和８年度八街市一般会計  教育費予算の補正について」ご説明いたしま

 す。

　今回の第１号報告の案件につきましては、小出義雄杯八街落花生マラソン大

会の休止に伴い、令和８年度当初予算には、マラソン大会関係予算を計上して

おりませんでしが、小出義雄杯八街落花生マラソン大会を開催するため、複数

の企業から賛同をいただき、寄附の申し出があったことにより、これを財源に

大会を開催するための予算を計上することとなりましたので、第１号報告にお

 いて説明させていただきます。

 　よろしくお願いします。

　それでは、第１号報告別冊令和８年度八街市一般会計補正予算（第１号）、

 をご覧ください。

　「補正予算書の８ページをご覧ください。」 

　１９款　寄附金　１項　寄附金　１目　寄附金につきまして、ご説明いたし

 ます。

　補正前の額に、１千万円を増額し、補正後の額を９千２４０万円にしようと

 するものです。
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　２節教育費寄附金１千万円は、スポーツ振興指定寄附金で、このあと歳出に

おいて、ご説明いたしますが、第６回小出義雄杯八街落花生マラソン大会開催

実施に向け、賛同をいただいた企業からの寄附金となります。 

 　続きまして、補正予算書の９ページをご覧ください。

　９款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費につきまして、ご説明いたし

 ます。

　補正前の額に１千万円を増額し、補正後の額を７千６７２万３千円にしよう

とするものです。 

　説明欄をご覧ください。 

　会計年度任用職員人件費、６３９万８千円の増額は、１節報酬、３節職員手

当等、４節共済費、８節  旅費で、第６回小出義雄杯八街落花生マラソン大会

開催決定に伴い、大会運営プランナー２名を任用するための増額補正です。 

　体育振興費、３６０万２千円の増額につきましては、１８節負担金補助及び

交付金の増額によるもので、同じく、第６回小出義雄杯八街落花生マラソン大

会開催決定に伴い、この寄附金を財源とし大会補助金として負担するため増額

補正するものです。 

　以上で、第１号報告を終わります。 

○教育長 

　ただいまの報告に対して質問等がありましたらお願いします。 

　＜質疑なし＞ 

○近藤委員 

　寄付金について、詳細な説明をお願いします。 

○スポーツ振興課長 

　寄附金については、３者からマラソン大会の開催についての指定寄附として

申込みをいただいております。 

○山田教育長職務代理者 

　大会運営について昨年度と何か違いはありますか。 

○スポーツ振興課長 

　大会規模は昨年度と同等と考えてます。 

　しかし、縮小しても問題のない部分や再利用できる部分など検討し予算の削

減に努めております。 

○教育長 

　その他質問等がありましたらお願いします。 

 　〈質疑なし〉

　質疑がなければ、第１号報告を終わります。 

　続きまして、報告１、八街市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確

保措置実施計画の策定について事務局の説明をお願いします。 
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 ○学校教育課主幹

　報告１、八街市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

計画についてご説明いたします。 

　本計画の策定に当たりましては、教育委員会において素案を作成し、校長

・教頭から２月末までご意見をいただき、現場の実態や実現可能性を踏まえ

て取りまとめたものでございます。 

　総合教育会議でもご説明いたしましたが、改めて簡潔にご説明いたします。 

　本計画は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法第８条の改正により、学校設置者に対して教育職員の業務量管理及び健康

確保のための措置を計画的に実施することが義務付けられたことを受けて策

定するものです。 

　教職員一人一人の勤務状況を適切に把握・管理し、心身の健康を確保する

とともに、学び続ける時間を確保することで専門性を高め、児童生徒の教育

に専念できる環境を整備することを目的としています。 

　２ページをご覧ください。 

　２目標（１）時間外在校等時間については、月４５時間以下の教員の割合

を１００％とすること、年間３６０時間を超える教員の割合を減少させるこ

と、そして年間平均時間を３０時間程度とすることを目標としています。 

　なお、年間３６０時間の目標につきましては、令和８年度の毎月の出退勤

実績値を踏まえ、再来年度以降に向けて具体的に数値化してまいります。 

　これらの時間外在校等時間に関する指標については、本市で導入している

出退勤時刻等の統計データにより把握・算定いたします。 

（２）ワーク・ライフ・バランスや働きがいの面では、年次有給休暇の平均

取得日数を１５日以上とすることや、ストレスチェックにおける高ストレス

者の割合の減少、働きがいに関する肯定的回答の割合の向上などを指標とし

て設定しています。 

　これらの指標については、各学校から提出される勤務状況報告書や、公立

学校共済組合のストレスチェック集団分析結果報告書を活用し、達成状況を

把握してまいります。 

　続いて、３ページの、４　実施する業務量管理・健康確保措置の内容につ

いて、主な考え方をご説明いたします。 

　まず、教育委員会としての取組です。 

　教職員の勤務実態や健康状況について、時間外在校等時間やストレスチェ

ックの結果などを活用しながら継続的に把握・分析し、学校と共有すること



- 9 -

で、状況の見える化を進めます。 

　また、働き方改革の趣旨や学校業務の整理について、保護者や地域へ継続

的に周知し、学校だけでなく地域全体で学校を支える意識の醸成を図ります。 

　さらに、長時間勤務となっている学校などに対しては、教育委員会が状況

を丁寧に把握し、業務の優先順位の整理や校務ＤＸの活用などについて助言

を行うなど、学校に寄り添った伴走型支援を行います。 

　そのほか、首長部局や関係機関と連携した支援体制の構築や、スクール・

サポート・スタッフ、ＩＣＴ支援員など外部人材の活用、校務ＤＸの推進な

どにより、教職員の業務負担の軽減を図ってまいります。 

　次に、４ページから６ページにかけて、学校における取組を１９項目を策

定しております。 

　国が示す「学校と教師の業務の３分類」を踏まえ、学校以外が担うべき業

務、教師以外が参画すべき業務、そして教師の業務ではあるものの負担軽減

が必要な業務について整理し、見直しを進めます。 

　例えば、登下校時の見守りや地域との連携については、学校運営協議会な

どを通じて地域の協力を得ながら推進してまいります。 

　また、調査回答や広報資料の作成、ＩＣＴ機器の管理などについては、Ｉ

ＣＴ支援員や支援スタッフの活用を進めることで、教職員の負担軽減につな

げていきます。 

　さらに、授業準備や成績処理、学校行事の準備など、教師が担う業務につ

いても、校務支援システムの活用や業務の効率化、行事の見直しなどにより、

負担軽減を図ります。 

　このほか、教育課程や日課表の見直し、定時退勤日の設定、年次有給休暇

の取得促進などを通じて、教職員の健康と福祉の確保にも取り組んでまいり

ます。 

　本計画は、令和８年度から令和１１年度までの４年間を計画期間とし、取

組状況を継続的に確認しながら、必要に応じて改善を図ってまいります。 

　なお、本計画につきましては、４月１日に八街市のホームページにて公表

する予定です。 

　以上で報告１を終わります。 

○教育長　 

　こちらについては、１月の総合教育会議でご説明させていただきましたが、

その後校長会・教頭会と意見を求め、内容を精査した上で報告させていただき

 ました。

　ただいまの説明に対し質問等がありましたらお願いします。 



- 10 -

 ○山田教育長職務代理者

　しっかり取り組んでいただいて、先生方の健康管理と働き方改革に努めてい

 ただきたいと思います。

 ○近藤委員

 　先生方の出退勤時間はどのように把握するのですか。

 ○学校教育課主幹

　ＩＣカードにより教頭先生のパソコンで出退勤時間が把握できるシステムと

 なっております。

 ○伊藤委員

　先生方の出退勤を校長先生、教頭先生にしっかり把握していただいたうえで、

 働きやすい環境を整えていただきたいと思います。

 ○教育長

　計画を実効性のあるものとするため、学校任せにするのではなく、教育委員

 会もしっかり役割を果たしていきたいと考えています。

　その他質問等がありましたらお願いします。 

 　〈質疑なし〉

　質疑がなければ、報告１を終わります。 

　続きまして、報告２学校給食費の見直しについて事務局の説明をお願いしま

す。 

○学校給食センター所長 

　報告２、学校給食費の見直しについてご説明します。 

　資料の７ページ、報告２資料をご覧ください。 

　現在の給食費は、小学校４，４３０円、中学校５，０６０円ですが、令和７

年１０月時点での賄い材料費は、小学校約６，３００円、中学校７，３００円

となっておりました。 

　そのため、昨年１２月に開催した定例会におきましては、急激な値上げを避

けるために給食費の額を小学校５，０００円、中学校６，０００円に改正する

ことをご報告したところです。 

　児童生徒については、子育て支援の観点から小学校４，４３０円、中学校５，

０６０円に据え置くこととしました。 

　その後、国から教育無償化に向けた対応についての通知があり、小学校段階

における食材費を、月額５，２００円を上限として支援する旨が示されたとこ

ろです。 

　国が示す基準額が改正後の小学校の月額の５，０００円を上回るため、現在

の賄材料費である６，３００円を、給食費の額に設定しようとするもので

す。　 

　また、今後の中学校における給食費の無償化を見込み、小学校同様に月額６，
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０００円から７，３００円に改正しようとするものです。 

　なお、この改正で、小学校の保護者負担は、無くなり中学校の保護者負担は、

５ ,０６０円のまま据え置き、小中学校に勤務する教職員等には、急激な値上

げを避ける目的で、負担額は、前回改正した５，０００円、６，０００円とし、

改正額との差額については、市で負担することとします。 

　今回の改正は、令和８年４月１日から施行するものです。 

　以上で報告２を終わります。 

 ○教育長

　第３子以降の減免の実施要項は、中学校の無償化が始まったら、廃止となる

 と解釈してよろしいですか。

 ○学校給食センター所長

 　そのとおりです。

 ○吉田委員

 　中学校の給食費の無償化はどのように考えていますか。

 ○学校給食センター所長

 　国の動向を注視ししていきたいと考えています。

 ○教育長

　その他質問等がありましたらお願いします。 

 　〈質疑なし〉

　質疑がなければ、報告２を終わります。 

　次に、教育委員報告があります。 

　はじめに近藤委員より「交進小学校卒業式」の報告をお願いします。 

○近藤委員 

　３月１８日に交進小学校の卒業式に出席してまいりました。 

　３０名の児童が卒業いたしました。 

 　厳粛の中にも小学生らしい和やかで感動的な卒業式でした。

○教育長 

　次に伊藤委員より「八街中学校卒業式」の報告をお願いします。 

○伊藤委員 

　八街中学校の卒業式に出席してまいりました。 

　小学校の卒業式とは違うまた、１つ大人に成長していると感じられる素敵な

卒業式でした。 

 　以上報告を終わります。

○教育長 

　ありがとうございました。 

　以上で、本日の議題は、終了しました。 
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６．その他 

○教育長 

　その他について、事務局から何かありますか。 

  　＜特にありません＞　 

 

７．教育長閉会宣言 

○教育長　 

　それでは、本日の日程は、これをもって終了し、閉会とします。 

 

 



第６　その他

第７　教育長閉会宣言

令和８年第３回八街市教育委員会定例会議事日程

定例会

令和　８年　３月１９日（木）　

午後　２時００分　大会議室　　

      報告１　八街市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

第１　教育長開会宣言

（１）議決事項

　　　議案第１号　八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要

第５　議　　題

第２　議事録署名人の指名

第３　教育長報告

第４　前回議事録について

（２）報告事項

　　　　　　　　　綱の一部改正について

      第１号報告　令和８年度八街市一般会計教育費予算の補正について

      報告２　学校給食費の見直しについて

（３）報告

　　　　　　　計画の策定について

      第２号報告　八街市立小学校及び中学校の校長、副校長及び教頭の人事に

　　　　　　　　　係る内申について





曜日 場所 内容

2 / 25 水 9 : 15
川上小学校・スポーツプラ
ザ

教育委員視察

〃 13 : 30 第１会議室 教育委員会定例会議

〃 16 : 30 大会議室 幼小中高連携推進委員会

2 / 26 木 10 : 00 八街市議会議場 市議会本会議（議案質疑）

〃 14 : 30 教育長室 校長人事評価面談

2 / 27 金 8 : 30 　〃 　〃

〃 11 : 00 大会議室
小出義雄杯八街落花生マラソン大会実行委
員会

〃 13 : 00 教育長室 京葉銀行来庁

〃 13 : 20 　〃 校長人事評価面談

〃 15 : 00 　〃 千葉県いじめ対策調査会（オンライン）

3 / 1 日 9 : 10 千葉黎明高校体育館 千葉黎明高校卒業式

3 / 4 水 9 : 00 教育長室 教育委員会連絡会議

3 / 5 木 9 : 00 八街市議会議場
市議会予算審査特別委員会（総務常任委員
会）

〃 15 : 00 大会議室 第2回八街市安全対策事業協議会

3 / 6 金 9 : 00 八街市議会議場
市議会予算審査特別委員会（文教福祉常任
委員会）

3 / 7 土 10 : 30 中央公民館 こうみんかん祭

3 / 9 月 13 : 30 印旛・柏文化財センター 印旛・柏文化財センター理事会

3 / 10 火 9 : 10 特別会議室 庁議

〃 15 : 00 朝陽小学校 京葉製鎖株式会社感謝状贈呈式

3 / 11 水 11 : 00 大会議室 千葉工業大学ノート等寄贈

〃 13 : 30 八街市議会議場 市議会予算審査特別委員会（総括質疑）

〃 : 　〃 市議会本会議（議案上程）

3 / 12 木 9 : 20 八街中央中学校 中学校卒業式

〃 14 : 00 大会議室 社会教育委員会議

3 / 13 金 10 : 00 八街市議会議場 市議会本会議（令和８年３月議会閉会）

3 / 15 日 10 : 00 ナッツアップ？ ナッツアップ？活動報告会

〃 13 : 00 中央公民館 八街市文化協会創設７０周年記念式典

3 / 17 火 9 : 30 朝陽幼稚園 幼稚園卒園式

3 / 18 水 9 : 00 朝陽小学校 小学校卒業式

〃 13 : 00 教育長室 千葉県いじめ対策調査会（オンライン）

　令和８年２月２５日第２回定例会議事録…別添のとおり

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

教育長報告

日付 時間

〃

令和８年２月２６日～令和８年３月１８日

〃

〃

〃

〃

〃

〃

－1－



議案第１号 

 

八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱の一部

改正について 

八街市教育委員会は、八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援

助実施要綱の一部を次のように改正する。 

 

令和８年３月１９日提出 

 

八街市教育委員会教育長　浅尾　智康　　　　　　　 

 

八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱（平成２３年

教育委員会告示第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号及び第５号中「次条」の次に「第１項」を加える。 

第３条に次の１項を加える。 

２　前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令第９条に規定する区域外就学が

認められている児童生徒又は就学予定者の保護者で、前項各号のいずれかに

該当するものは、関係教育委員会と協議の上、就学援助費の支給対象者とする

ことができる。 

第４条第１項中「前条」の次に「第１項各号」を加える。 

別表第２中「 

」を「 

」に、「 

 学校給食費 児童生徒の学校給食に

要する経費

実費 実費

 学校給食費 学校給食法（昭和２９年

法律第１６０号）第１１条第

２項に規定する学校給食

費

実費 実費 保護者が負担

すべき費用

－2－



」を「 

」に改める。 

附　則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 クラブ活動

費

クラブ活動（部活動を含

む。以下この欄において

同じ）の実施に必要な用

具等で、当該クラブ活動

を行う児童生徒の全員が

個々に用意するものの購

入費及び当該クラブ活動

を行う児童生徒の全員が

均一に負担すべき経費

実費 

（限度額　

２，７６０）

実費 

（限度額　３

０，１５０）

 クラブ活動

費

小学校又は中学校のク

ラブ活動（学校管理下に

おける課外の部活動を含

む。以下この欄において

同じ）の実施に必要な用

具等で、当該クラブ活動

を行う児童生徒の全員が

個々に用意するものの購

入費及び当該クラブ活動

を行う児童生徒の全員が

均一に負担すべき経費

実費 

（限度額　

２，７６０）

実費 

（限度額　３

０，１５０）

ただし、中学校

部活動地域展

開にともなうクラ

ブ活動を行う生

徒については、

限度額５４，１５０

円とする。

－3－



八街市教育委員会教育長　浅尾　智康　　　

第１号報告

　　　令和８年度八街市一般会計教育費予算の補正について

　八街市教育委員会は、令和８年度八街市一般会計教育費予算の補正について

別冊のとおり、臨時代理により市長に意見を申し出たので、八街市教育委員会

行政組織規則第６条第２項の規定により報告します。

　令和８年３月１９日提出

－4－



八街市教育委員会教育長　浅尾　智康　　　

第２号報告

　　　八街市立小学校及び中学校の校長、副校長及び教頭の人事に係る内申に

　八街市教育委員会は、教職員の任免に係る内申について、別紙のとおり千葉

県教育委員会に内申したので、八街市教育委員会行政組織規則第６条第２項の

規定により報告します。

　令和８年３月１９日提出

　　　ついて

－5－



八街市教育委員会教育長　浅尾　智康　　　

報告１

　　　八街市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画の

　八街市教育委員会は、八街市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確

　令和８年３月１９日提出

　　　策定について

保措置実施計画を策定したので報告します。

－6－



八街市教育委員会教育長　浅尾　智康　　　

定について報告します。

報告２

　　　学校給食費の見直しについて

　八街市学校給食費徴収規則の一部改正及び八街市第三子以降学校給食費減免

実施要綱の一部改正並びに八街市学校給食費徴収規則の特例に関する規則の制

　令和８年３月１９日提出

－7－
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童

生
徒

　
保

護
者

が
次

条
 
  

 
  

第
２

号
に
該

当
す
る

者
で

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

就
学

援
助
の

認
定
を

受
け
た

児
童
生

徒
及
び

就

学
予

定
者

を
い

う
。

(
5)

　
準

要
保
護

児
童

生
徒

　
保

護
者

が
次

条
第

１
項

第
２

号
に

該
当

す
る

者
で

第
６
条
第

１
項
の

規
定

に
よ

り
就

学
援

助
の

認
定

を
受

け
た

児
童

生
徒

及
び

就

学
予
定
者

を
い
う

。

 
（
就
学

援
助

対
象

者
）

（
就

学
援
助

対
象
者

）

 
第

３
条
　

（
略

）
第
３
条

　
（
略

）

 
（

新
設
）

２
　
前

項
の
規

定
に
か

か
わ

ら
ず

、
学

校
教

育
法

施
行

令
第

９
条

に
規

定
す

る
区

域

外
就

学
が
認

め
ら
れ

て
い

る
児

童
生

徒
又

は
就

学
予

定
者

の
保

護
者

で
、

前
項

各

号
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す

る
も

の
は

、
関

係
教

育
委

員
会

と
協

議
の

上
、

就
学

援

助
費

の
支
給

対
象
者

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
（
就
学

援
助

の
対

象
経

費
等

）
（
就

学
援
助

の
対
象

経
費

等
）

 
第

４
条
　

就
学

援
助

の
対

象
経

費
等

は
、

前
条
 
 
  

 
  

 
  

に
規

定
す
る

対
象
者

の

区
分
に

応
じ

て
別

表
第

１
に

定
め

る
と

お
り
と

す
る
。

第
４
条

　
就
学

援
助
の

対
象

経
費

等
は

、
前

条
第

１
項

各
号

に
規

定
す

る
対

象
者

の

区
分

に
応
じ

て
別
表

第
１

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
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議案第１号参考資料



 
２

　
（
略

）
２
　
（

略
）

  
別

表
第
２

（
第

４
条

第
２

項
）

別
表
第

２
（
第

４
条
第

２
項

）

 
 

対
象

経
費

内
容

金
額

（
単
位

：
円
）

備
考

 
小

学
校

中
学

校

 
学
用

品
費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
通
学

用
品

費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
新
入

学
用

品
費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
入
学

準
備

費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
校
外

活
動

費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
（

 略
 ）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

 
修
学

旅
行

費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
学
校

給
食

費

児
童

生
徒

の
学

校
給

食
に

要
す

る
経

費

実
費

実
費

 
医
療

費
（

 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
生
徒

会
費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
P
TA
会
費

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
ク
ラ

ブ
活

ク
ラ

ブ
活

動
（

部
活

動
実

費
 

実
費
 

 
対

象
経
費

内
容

金
額

（
単

位
：

円
）

備
考

 
小

学
校

中
学

校

 
学

用
品
費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
通

学
用
品

費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
新

入
学
用

品
費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
入

学
準
備

費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
校

外
活
動

費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
（

 
略

 
）

 
修

学
旅
行

費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
学

校
給
食

費

学
校
給

食
法
（
昭

和
２

９
年
法
律

第
１

６
０

号
）

第
１
１
条

第
２

項
に

規

定
す
る
学

校
給

食
費

実
費

実
費

保
護

者
が

負
担

す
べ

き
費

用

 
医

療
費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
生

徒
会
費

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）
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動
費

を
含

む
。
以

下
こ

の
欄

に

お
い

て
同

じ
）
の

実
施

に

必
要

な
用

具
等

で
、
当

該

ク
ラ

ブ
活

動
を

行
う

児

童
生

徒
の

全
員

が
個

々

に
用

意
す

る
も

の
の

購

入
費

及
び

当
該

ク
ラ

ブ

活
動

を
行

う
児

童
生

徒

の
全

員
が

均
一

に
負

担

す
べ

き
経

費

（
限
度
額

　
２
，
７

６

０
）

（
限
度
額

　
３
０

，
１

５
０
）

 
卒
業

ア
ル

バ
ム

代

（
 
略

 
）

（
 略

 ）
（

 略
 ）

（
 略

 ）

 
P
T
A会

費
（

 略
 ）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）

 
ク

ラ
ブ
活

動
費

小
学
校

又
は

中
学

校

の
ク
ラ
ブ

活
動
（
学

校
管

理
下
に
お

け
る

課
外

の

部
活
動
を

含
む

。
以

下
こ

の
欄
に
お

い
て

同
じ
）
の

実
施
に
必

要
な

用
具

等

で
、
当
該
ク

ラ
ブ

活
動

を

行
う
児
童

生
徒

の
全

員

が
個
々
に

用
意

す
る

も

の
の
購
入

費
及

び
当

該

ク
ラ
ブ
活

動
を

行
う

児

童
生
徒
の

全
員

が
均

一

に
負
担
す

べ
き

経
費

実
費
 

（
限

度
額

　
２
，
７

６

０
）
 

実
費
 

（
限

度
額

　
３

０
，
１

５
０

）
 

た
だ

し
、

中
学

校
部

活
動

地
域

展
開

に
と

も
な

う
ク

ラ
ブ

活
動

を
行

う
生

徒
に

つ
い

て
は
、
限

度
額

５
４
，

１
５

０
円

と
す

る
。

 
卒

業
ア
ル

バ
ム
代

（
 略

 ）
（

 
略

 
）

（
 
略

 
）

（
 
略

 
）
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○八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱 

平成２３年１２月１６日 

教育委員会告示第２号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に

対して行う学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）第

１９条の規定による援助（以下「就学援助」という。）の実施に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1)　保護者　法第１６条に規定する保護者をいう。 

(2)　児童生徒　法第１８条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。 

(3)　就学予定者　学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第５条第

１項に規定する就学予定者のうち法第１７条第１項又は第２項の規定によ

り翌年度の初めから小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校に就

学させるべき者をいう。 

(4)　要保護児童生徒　保護者が次条第１号に該当する者で第６条第１項の

規定により就学援助の認定を受けた児童生徒及び就学予定者をいう。 

(5)　準要保護児童生徒　保護者が次条第２号に該当する者で第６条第１項

の規定により就学援助の認定を受けた児童生徒及び就学予定者をいう。 

（一部改正〔平成２９年教委告示２号・令和２年１号〕） 

（就学援助対象者） 

第３条　就学援助の対象となる者は、本市の区域内に住所を有する児童生徒又

は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「保護法」という。）第

６条第２項に規定する要保護者（以下「要保護者」という。） 

(2)　要保護者に準ずる程度に困窮していると市教育委員会（以下「委員会」

という。）が認める者（以下「準要保護者」という。） 
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（一部改正〔平成２９年教委告示２号〕） 

（就学援助の対象経費等） 

第４条　就学援助の対象経費等は、前条に規定する対象者の区分に応じて別表

第１に定めるとおりとする。 

２　就学援助の対象経費の内容及び額は、別表第２に定めるとおりとし、予算

の範囲内で援助するものとする。 

（申請等） 

第５条　就学援助を受けようとする児童生徒又は就学予定者の保護者は、要保

護・準要保護児童生徒認定申請書（別記様式第１号。この条において「申請

書」という。）に次の各号に定める書類を添えて当該児童生徒又は就学予定

者が在籍する学校長を経由し委員会（就学予定者のうち法第１７条第１項の

規定により翌年度の初めから小学校又は義務教育学校の前期課程に就学させ

るべき者（以下「小学校就学予定者」という。）の保護者にあっては委員会）

に申請しなければならない。ただし、委員会が認めるときは、添付書類の全

部又は一部を省略することができる。 

(1)　要保護の場合　保護決定通知の写し 

(2)　準要保護の場合　世帯全員（生計を一つにしている者を含む。）の市県

民税の非課税証明書その他の収入状況を証する書面及びその他委員会が必

要と認めるもの。 

２　就学予定者に係る前項の申請は、就学の前学年の１月末日（同日までに申

請を行えないことについてやむを得ない理由があると委員会が認めるときは、

就学の前学年の２月末日）までに行わなければならない。 

３　申請書を受理した学校長は、当該申請書にその児童生徒の生活状況等を記

載した書面を添えて委員会に報告するものとする。 

（一部改正〔平成２９年教委告示２号・令和４年４号〕） 

（就学援助の認定等） 

第６条　委員会は、前条第１項の規定による申請又は同条第３項の規定による

報告があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、要保護・

準要保護児童生徒認定通知書（別記様式第２号）及び要保護・準要保護児童
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生徒否認定通知書（別記様式第２号の２）により前条第１項の規定により申

請した者（以下「申請者」という。）に通知するものとする。 

２　委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、小学校就学予

定者に係る決定の場合を除き、要保護・準要保護児童生徒認定通知書（別記

様式第３号）により学校長に通知するものとする。 

３　委員会は、第１項の認定に当たり申請者の状況について、当該申請者の居

住地区の民生委員に意見を求めることができる。 

４　委員会は、第１項の規定により就学援助を認定した場合において、申請者

が第１０条の規定により受領及び返還を委員会及び当該要保護児童生徒又は

準要保護児童生徒の在籍する学校長に委任したときは、当該学校長に就学援

助費の支給額を通知するものとする。 

５　学校長は、前項の規定による通知により就学援助費の支給を完了したとき

は、委員会にその旨を報告するものとする。 

（一部改正〔平成２９年教委告示２号・令和２年１号・７年１号〕） 

（就学援助の開始日） 

第７条　前条第１項の規定により就学援助を認定した場合の就学援助の開始日

は、第５条第１項に規定する申請があった日の属する月の翌月１日からとす

る。ただし、４月１日から４月１５日までの間に申請があった場合は４月１

日とし、就学予定者に係る申請については就学の前学年の２月１日（同日か

ら就学の前学年の２月末日までの間に申請があった場合は、就学の前学年の

３月１日）とする。 

２　前項の規定にかかわらず、保護法による保護の申請をし、決定を受けてい

ない者の開始日は、委員会が別に定める。 

（一部改正〔平成２９年教委告示２号〕） 

（支給対象期間） 

第８条　就学援助費の支給対象期間は、前条に規定する就学援助の開始日から

その日の属する年度の末日までとする。 

（支給方法） 

第９条　委員会は、申請者に就学援助費を支給する。 
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２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる就学援助費は、当該各号に定

めるとおりとする。 

(1)　学校給食費　委員会が申請者の委任を受けて、学校給食センターに支払

う。 

(2)　医療費　医療機関からの請求により、当該医療機関に支払う。 

（全部改正〔令和２年教委告示１号〕） 

（受領及び返還の委任） 

第１０条　申請者は、就学援助費の受領及び返還について、委員会及び当該要

保護児童生徒及び準要保護児童生徒の在籍する学校長に委任することができ

る。 

（全部改正〔令和２年教委告示１号〕） 

（認定の取消し） 

第１１条　委員会は、次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助の認定

を取り消すものとする。 

(1)　要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が市内に住所を有しなくなった

とき。 

(2)　申請者が保護法による保護を廃止されたとき。 

(3)　申請者が就学援助を辞退したとき。 

(4)　要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が死亡したとき。 

(5)　申請者の経済状況が好転したと認めるとき。 

(6)　申請者が虚偽の申請により就学援助費の支給を受けていることが判明

したとき。 

(7)　前各号に定めるもののほか委員会が適当でないと認めるとき。 

２　委員会は、前項の規定により認定を取り消した場合は、取り消した日の属

する月の翌月から就学援助費の支給を取り止めるものとする。 

３　委員会は、第１項の規定により認定を取り消した場合は、要保護・準要保

護児童生徒認定取消通知書（別記様式第４号）により申請者及び学校長（小

学校就学予定者に係るものにあっては申請者）に通知するものとする。 

（一部改正〔平成２９年教委告示２号・令和２年１号〕） 
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（返還） 

第１２条　委員会は、前条第１項の規定により認定を取り消した場合は、当該

取消しをした保護者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還

させることができる。 

（補則） 

第１３条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。 

附　則 

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。 

附　則（平成２６年３月２５日教委告示第１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附　則（平成２７年１１月１７日教委告示第４号） 

この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日から施行する。 

附　則（平成２９年３月１６日教委告示第１号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附　則（平成２９年９月２７日教委告示第２号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附　則（令和元年８月２７日教委告示第１号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附　則（令和２年１２月１１日教委告示第１号） 

（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行日前に、就学援助の認定申請がされた場合において、就学

援助の開始日が令和２年４月１日以降であるときは、この告示による改正後

の八街市要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱の規定を適

用する。 

附　則（令和４年２月２４日教委告示第２号） 
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（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行日前に、既に令和３年度の修学旅行費の援助を受けている

要保護者及び準要保護者に対して、この告示による改正後の修学旅行費の援

助との差額を支給する。 

附　則（令和４年１１月２８日教委告示第４号） 

（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の八街市要保護

及び準要保護児童生徒に対する就学援助実施要綱別表第２の規定は、令和４

年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行日前に、既に令和４年度の新入学用品費の援助を受けてい

る要保護者及び準要保護者に対して、この告示による改正後の新入学用品費

の援助との差額を支給する。 

附　則（令和５年１１月３０日教委告示第４号） 

（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行日前に、既に令和５年度の新入学用品費の援助を受けてい

る要保護者及び準要保護者に対して、この告示による改正後の新入学用品費

の援助との差額を支給する。 

附　則（令和６年１１月２６日教委告示第１号） 

（施行期日） 

１　この告示は、公示の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２　この告示の施行日前に、既に令和６年度の新入学用品費の援助を受けてい

る要保護者及び準要保護者に対して、この告示による改正後の新入学用品費

の援助との差額を支給する。 
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附　則（令和７年１０月２９日教委告示第１号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

別表第１（第４条第１項） 

（全部改正〔令和元年教委告示１号〕） 

別表第２（第４条第２項） 

（全部改正〔令和２年教委告示１号〕、一部改正〔令和４年教委告示

２号・４号・５年４号・６年１号・７年１号〕） 

 要保護・準要保護の区分 就学援助の対象経費

 要保護者 保護法第１１条第２号に規定

する教育扶助を受給している

修学旅行費、医療費

 保護法第１１条第２号に規定

する教育扶助を受給していな

い

学用品費、通学用品費、校外活動費、

修学旅行費、学校給食費、医療費、生

徒会費、PTA会費、クラブ活動費、卒

業アルバム代

 準要保護者 学用品費、通学用品費、新入学用品費、

入学準備費、校外活動費、修学旅行費、

学校給食費、医療費、生徒会費、PTA

会費、クラブ活動費、卒業アルバム代

 対象経費 内容 金額（単位：円） 備考

 小学校 中学校

 学用品費 各教科及び特別活動

の学習に必要な学用品

又はその購入費

１１，６３

０

２２，７３

０

年額

 通学用品費 第２学年以上の学年

に在学する児童生徒が

通常必要とする通学用

品又はその購入費

２，２７０ ２，２７０年額

 新入学用品 新入学児童生徒が通 ５７，０６ ６３，００４月１日又は５月
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 費 常必要とする学用品、

通学用品又はその購入

費

０ ０１日に認定を受け

た小学校又は中学

校の第１学年に属

する児童生徒（入学

準備費の支給を受

けた者を除く。）

 入学準備費 就学予定者が就学後

に通常必要とする学用

品、通学用品又はその

購入費

５７，０６

０

６３，００

０

就学予定者

 校外活動費 学校以外に教育の場

を求めて行われる活動

（修学旅行を除く。）

に参加するため、直接

必要な交通費及び見学

料（児童生徒が参加し

た場合。）

実費 

（限度額　

３，６９０）

実費 

（限度額　

６，２１０）

宿泊を伴うもの。

（１学年に１回を

限度とする。）

 実費 

（限度額　

１，６００）

実費 

（限度額　

２，３１０）

宿泊を伴わないも

の。

 修学旅行費 修学旅行に参加する

ために直接必要な交通

費、宿泊料、見学料及

び均一に負担すべき経

費（児童生徒が参加し

た場合。）

実費 

（限度額　

２２，６９

０）

実費 

（限度額　

６０，９１

０）

小学校、中学校それ

ぞれ１回のみ。

 学校給食費 児童生徒の学校給食

に要する経費

実費 実費

 医療費 学校保健安全法施行

令（昭和３３年政令第

１７４号）第８条に規

実費 実費
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 定する疾病を治療する

ため、保護者が負担す

べき経費

 生徒会費 中学校の生徒会費と

して均一に負担すべき

こととなる経費

実費 

（限度額　

５，５５０）

４月１日又は５月

１日に認定を受け

た中学校の生徒

 PTA会費 小学校又は中学校に

おいて、学校・学級・

地域等を単位とするPTA

活動に要する費用とし

て一律に負担すべきこ

ととなる経費

実費 

（限度額　

３，４５０）

実費 

（限度額　

４，２６０）

４月１日又は５月

１日に認定を受け

た小学校又は中学

校の児童生徒

 クラブ活動

費

クラブ活動（部活動を

含む。以下この欄にお

いて同じ）の実施に必

要な用具等で、当該ク

ラブ活動を行う児童生

徒の全員が個々に用意

するものの購入費及び

当該クラブ活動を行う

児童生徒の全員が均一

に負担すべき経費

実費 

（限度額　

２，７６０）

実費 

（限度額　

３０，１５

０）

 卒業アルバ

ム代

児童生徒の卒業アル

バム制作に要する費用

として均一に負担すべ

き経費

実費 

（限度額　

１１，００

０）

実費 

（限度額　

１０，００

０）

２月１日に認定を

受けた小学校又は

中学校の児童生徒
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－15－
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別記様式第１号（第５条第１項） 

（全部改正〔平成２９年教委告示２号・令和２年１号〕） 

様式第２号（第６条第１項） 

（全部改正〔令和７年教委告示１号〕） 

様式第２号の２（第６条第１項） 

（追加〔令和７年教委告示１号〕） 

様式第３号（第６条第２項） 

様式第４号（第１１条第３項） 

（全部改正〔令和７年教委告示１号〕） 
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１．計画の趣旨、現状  

 

（ １ ） 計画 の趣 旨 

　公 立 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 以 下 「 給 特 法 」

と い う 。 ） 第 8条 の 改 正 に よ り 、 学 校 設 置 者 に 対 し 、 教 育 職 員 に 関 す る 業 務 量 管 理 及 び 健

康 確 保 の た め の 措 置 を 計 画 的 に 実 施 す る こ と が 義 務 付 け ら れ た 。 本 計 画 は 、 当 該 法 改 正

及び 文部 科学 大臣が 定め る 指針に 基づ き 策定す るも の であ る。  

　 本 計 画 の 目 的 は 、 教 職 員 一 人 一 人 の 勤 務 状 況 を 適 切 に 把 握 ・ 管 理 し 、 心 身 と も に 健 康

な 状 態 を 維 持 し な が ら 、 自 ら 学 び 続 け る 時 間 を 確 保 す る こ と に よ り 、 専 門 性 を 高 め 、 そ の

資質 能力を 最 大限に 発揮 し て 児童生 徒の 教育 に専 念でき る 環境を 整 備す るこ とで ある 。 

　 ま た 、 本 計 画 は 、 文 部 科 学 省 第 4期 教 育 振 興 基 本 計 画 に 掲 げ ら れ た 二 つ の コ ン セ プ ト

で あ る 「 持 続 可 能な 社 会 の 創 り 手 の 育 成 」 及 び 「 日 本 社 会 に根 差 し た ウ ェ ル ビ ーイ ン グの

向 上 」 を 実 現 す る 学 校 教 育 を 支 え る 基 盤 と し て 、 教 職 員 を 大 切 に し 、 そ の 働 く 環 境 を 整 え

るこ との 重 要性 を踏 まえ たもの で ある 。 

　 第 2期 八 街 市 教 育 振 興 基 本 計 画 で 掲 げ る 教 育 理 念 の 実 現 に 向 け て は 、 教 職 員 が 誇 り

と や り が い を も っ て 教 育 活 動 に 取 り 組 む こ と が で き る 職 場 環 境 の 構 築 が 不 可 欠 で あ り 、 そ

の た め に は 業 務の 適 正 化と 健 康 確 保を 両 立さ せ る 働 き 方 改 革の 推 進 が求 め ら れ る 。 教 職

員 が 心 の 余 裕 を も っ て 前 向 き に 教 育 に 注 力 で き る よ う 、 市 全 体 と し て 教 職 員 の ウ ェ ル ビ ー

イン グの 向上 を図 るこ と が重要 であ る。  

　 本 計 画 に お け る 働 き 方 改 革 は 、 単 に 勤 務 時 間 の 削 減 を 目 的 と す る も の で は な く 、 「 限 ら

れ た 時 間 の 中 で 最 大 の 教 育 的 成 果 を 生 み 出 す 」 と い う 意 識 の 醸 成 を 図 り 、 業 務 の 精 選 及

び 効 率 化 を 徹 底 す る こ と に よ り 、 児 童 生 徒 と 向 き 合 う 時 間 や 授業 改 善 、 研 修 等 に充 て る 時

間を 確 保す るこ とを 目指 す もの で ある。  

　 八 街 市 教 育 委 員 会 は 、 学 校 、 保 護 者 及 び 地 域 と 連 携 し な が ら 本 計 画 を 総 合 的 か つ 計

画 的 に 推 進 す る と と も に 、 取 組 の 進 捗 状 況 や 課 題 に つ い て 継 続 的 な 検 証 を 行 い 、 必 要 に

応 じ て 見 直 し を 行 う こ と で 、 教 職 員 の ウ ェ ル ビ ー イ ン グ を 確 保 し 、 八 街 市 の 未 来 を 担 う 子

ど もたち の豊 かな 学び と健や か な成 長の 実現 を 図って い く。
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（ ２ ） 八街 市の 現状

八街 市の 教職員 の 時間外 在校 等時間 の 状況  

 教諭 層の  月45時間以上 月80時 間以 上 月45時 間以下  

 月 平均時 間 80時間未満の割合 の割 合 の 割合

 小学校 令和 6年度 43時間14分 34.23％ 16.11％ 49.63％

 令和 7年度 44時間27分 41.45％  3.29％ 55.26％

 中学校 令和 6年度 66時間45分 44.55％ 32.73％ 22.72％

 令和 7年度 50時間40分 42.06％ 24.30％ 33.64％

 

　令 和 ６ 年 度 と 令 和 ７ 年 度 を 比 較 す る と 、 小 中 学 校 と も に 月 ８ ０ 時 間 以 上 の 割 合 が 減 少 し て

い る こ と 、 中 学 校 に お い て は 、 月 平 均 時 間 も 減 少 し て い る こ と か ら 、 各 学 校 に お け る 取 組 が 一

定の 成果 を 上げ て い る と言え る 。 

　し か し な が ら 、 小 学 校 で は 、 月 の 平 均 時 間 が 若 干 増 加 し て い る 。 ま た 、 中 学 校 で は 依 然 と し

て 月 平 均 時 間 は ４ ５ 時 間 を 超 え 、 い ま だ ４ 人 に １ 人 程 度 が 月 ８ ０ 時 間 を 超 え る 状 況 は 看 過 で き

ない 。

 

２．目標  

 

（ １ ） 時間 外在 校等時 間に関 する 目標  

ア 　 時間 外在 校等時 間に つい て 、1箇月45時間以 下の 教員 の 割合 を100％に する 。 

イ 　 時 間 外 在 校 等 時 間 に つ い て 、 1年 間 360時 間 を 超 え る 教 員 の 割 合 を 前 年 度 よ り も 減

　 少 させ る 。 

イ　 1年間に おけ る1箇月時 間外 在校等 時間 の 平均時 間を 30時 間程度 にす る。  

 

　 【 指 標の 算定 方法 】 対象職 員の 出退 勤時 刻等の 統 計デ ータ

 

（ ２ ） ワーク ・ ラ イフ ・バ ラン ス や 働き がい 等 に関す る 目標 

ア 　 年間 の 年次 有給休 暇の 平均 取得 日数を 15日 以上 とす る 

【 令和４年度 文部科学省調査結果 小学校教員：平均13.6日・ 中学校教員：平均10.7日】 

イ　 スト レ ス チェ ッ ク におけ る 高ス ト レス 者の 割 合を 10％ 以下ま で減 少さ せ る 

【 令和6年 度 結 果 13.2％】 

ウ 　 ス ト レ スチ ェ ッ クに おけ る健 康リ ス ク の値 を ７０ 以下 とす る（ 全 国平均 100）  

【 令和６ 年度 結果  76.7】 

エ 　 ス ト レ ス チ ェ ッ ク に お け る 働 き が い に 関 す る 質 問 項 目 （ 「 働 き が い の あ る 仕 事 だ 」 ） へ

　 の 肯 定的な 回答 の割 合を ７０ ％に す る 　 　 　   　 　 　  【 令和 6年度  結 果 58.9％】  

 

　 【 指 標の 算定 方法 】  

　 ・ 学期 末ご とに各 学校 から 提出さ れ る「 職 員の 勤務 状況 報告書 」 （ ア）  

　 ・ 公立 学校 共済組 合の ス トレ ス チェ ッ ク 集団 分析 結果報 告書 （ イ・ ウ ・エ ）
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３．計画の期間  

 

　　令 和８年 度～ 令和 11年度  

 

 

４．実施する業務量管理・健康確保措置の 内容  

 

（ １ ） 「 業務 の ３分 類」 を 踏ま え た業務 の 見直 し  

　 各 業 務 の 見 直 し に 当 た っ て は 、 教 育 委 員 会 、 学 校 管 理 職 、 教 職 員 が 役 割 を 明 確 に し 、 特 定 の

職 員、 とりわ け 教頭 等の 管理 職に責 任や 負 担が集 中す るこ と の ない よ う配 慮す る。  

　 また 、 学 校 単 独 で の 対 応 が 困 難な 事 案 に つ い て は 、 学 校 が 抱 え込 む こ と な く 、 教 育 委員 会 や 関

係 機関 、専門 人材 と連携 し た対応 を行 う こ とを 原則 とする 。  

　 更に、 効果 の 高か った取 組事 例につ い て は 、横 展開 を図 り、 市内で の 共有 を行 う 。 

〇教 育委 員会と し て の 取組

ア 　 教 職員 の勤 務実 態・ 健康 状況の 「 見 える化 」 の 推進 

　 時 間 外 在 校 等 時 間 に 関 す る 目 標 や ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス や 働 き が い 等 に 関 す る 目 標 に 示 し

た 指 標 に つ い て は 、 定 期 的 に 実 態 を 把 握 し た う え で 分 析 に 努 め る 。 分 析 結 果 に つ い て は 、 校 長 会

・ 教 頭 会 等 を 通 し て 学 校 と 共 有 す る と と も に 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で の 公 表 も 含 め 、 改 善 状 況 を 客 観

的 に把握 ・検 証し や す い 環 境づ くり を 進め る。  

 

イ 　 地域 ・保 護者 への 継 続的 な周知 ・広 報 

　 「 業 務 の ３ 分 類 」 や 教 職 員 の 働 き 方 改 革 の 趣 旨 に つ い て 、 学 校 運 営 協 議 会 、 PTA等 の 場 を 通

じ て 説 明 を 行 い 、 学 校 の 取 組 へ の 理 解 が 深 ま る よ う 努 め る 。 併 せ て 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 学 校 だ よ り 等

を 活 用 し 、 部 活 動 の 地 域 展 開 な ど 、 市 全 体 で の 取 組 が 求 め ら れ る 施 策に つ い て も 周 知 を 図 り 、 地

域 全体 で学校 を支 え る 意識の 醸 成につ な げ て い く。  

 

ウ 　 個々 の 学校に 寄り 添った 伴走型 支援  

　 時 間 外 在 校 等 時 間 が 長 時 間 と な っ て い る 学 校 や 、 業 務 改 善 に 課 題 を 抱 え る 学 校 に 対 し て は 、

教 育 委 員 会 が 状 況 に 応 じ て ヒ ア リ ン グ を 行 い 、 学 校 の 実 情 を 踏 ま え た 助 言 や 改 善 の 方 向 性 を 示

す 。 校 務 の 整 理 ・ 優 先 順 位 付 け や 校 務 DXの 活 用 状 況 に つ い て も 助言 を 行い 、 業 務 改 善 等 に資 す

る 好 事 例 に つ い て は 市 内 全 体 で 共 有 す る こ と で 、 各 校 が 主 体 的 に 改 善 を 進 め ら れ る よ う 継 続 的

に 伴走す る 。 

 

エ 　 首長部 局・ 関係 機関と の 連携に よる 横断的 な支援 体制 の 構築 

　 子 育 て 支 援 、 福 祉 、 健 康 増 進 、 防 犯 等 を 所 管 す る 首 長 部 局 や 県 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 を 行

い 、 学 校 の み で 対 応 を 抱 え 込 ま な い 支 援 体 制 の 構 築 を 図 る 。 特 に 、 支 援 が 必 要 な 児 童 生 徒 や 家

庭 へ の 対 応 、 不 登 校 支 援、 通学 時 の 安全 確 保 等 につ い て は 、 役 割 分 担 の 整 理 を 進 め 、 学 校 と 市・

県 関係 機関との 連 携・ 協働 が円滑 に進 む よう 調整 を 行う 。 
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オ 　 市会計 年度 任用職 員配 置に向 け た計画 的な対 応 

　 ス ク ー ル ・ サ ポ ー ト ・ ス タ ッ フ や 副 校 長 ・ 教 頭 マ ネ ジ メ ン ト 支 援 員 の 配 置 拡 充 に つ い て 県 へ の 要

望 を 継 続 す る と と も に 、 ICT支 援 員 、 特 別 支 援 教 育 支 援 員 、 校 内 教 育 支 援 教 室 補 助 教 員 等 の 市

独 自 の 会 計 年 度 任 用 職 員 に つ い て も 、 学 校 の 実 情 や 要 望 を 踏 ま え た 配 置 が 可 能 と な る よ う 予 算

確 保 に 努 め る 。 併 せ て 、 各 学 校 に お け る 配 置 の 工 夫 を 促 し 、 教 職 員 が 本 来 業 務 に よ り 専 念 し や す

い 体 制づ く りを 進め る 。 

 

カ 　 教 育セン タ ーに集 約さ れ た教育 資産の 活 用促 進 

　 教 育 セ ン タ ー に 蓄 積 さ れ て い る 指 導 案 、 教 材 、 研 修 資 料 等 に つ い て 、 ア ー カ イ ブ 化 を 進 め 、 校

務 支 援 シ ス テ ム や 汎 用 ク ラ ウ ド を 通 じ て 、 教 職 員が 検 索 ・ 共 有 ・ 活 用 し や す い 環境 の 整備 を 図 る。

授 業 準 備 や 校 内 研 修 に 要 す る 時 間 の 軽 減 を 図 る と と も に 、 教 育 資 産 の 有 効 活 用 に よ る 授 業 の 質

の 向 上につ な げて い く。  

 

キ 　 校 務Ｄ Ｘの 計画 的な推 進によ る業 務効率 化 

　 校 務 支 援 シ ス テ ム の 機 能 充 実 や 活 用 促 進 、 会 議 資 料 の 電 子 化 を 進 め る と と も に 、 押 印 ・ FAX

利 用 な ど 校 務 DXに よ り 効 率 化 が 可 能 な 業 務 に つ い て は 、 統 一 さ れ た ル ー ル に 基 づ く 取 組 と な る

よ う整 理す る 。 

　 特 に 、 調 査 統 計 回 答 の 項 目 に 対 し て 「 負 担 感 が 大 き い 」 と い う ア ン ケ ー ト 結 果 か ら 、 市 か ら 学

校 に 発 出 さ れ る 調 査 を 精 査 し 回 答 の 件 数 を 減 ら し て い く 。 ど う し て も 必 要 な 依 頼 に 関 し て は 、 校

務 DXを活 用し て 、 業務 量を 減ら し て い く 。 

　 「 GIGAス ク ー ル 構 想の 下で の 校 務 DXチェ ッ ク リ ス ト 」 を 活 用し た自 己点 検と 改 善を 支 援 し 、 校

務 の 標準化 ・簡 素化 を通 じ て 、時 間外 在校等 時間 の縮 減に つな がる 取組 を進 め る。  

 

〇学校に おけ る取 組

　 ア　 学校 以外が 担う べ き業 務 

　 　 ① 登下校 時の 通学 路にお ける 日常 的な 見守り 活動  

 ・ 通 学 路 にお け る 日 常 的 な 見 守 り に つ い て は 、 学校 運 営 協 議 会 等 によ る 地 域 と の 連 携 に  

  よ り、 保護者 ・地 域住民 の 協力 による 見守 り活 動を 推進す る 。 

　 ・ 各 地 域 の 実 情 を 踏 ま え な が ら 、 児 童 生 徒 が 安 全 に 登 下 校 で き る よ う 、 登 下 校 時 刻 の 見  

　  直 しを 含 めた 取組 を推 進す る。

　 　 ② 放課後 から 夜間 など におけ る 校外の 見 回り、 児童 生徒 が補導 され た 時の 対応  

 ・ 校 外 の 見 回 り に つ い て は 、 緊 急 時 を の ぞ き 、 放 課 後 か ら 夜 間 な ど に お け る 自 主 的 な 見 回

  りは 原則 行わ ない こ と とし 、 必要に 応じ て 実施 を 検討す る 。

　 　 ③ 学校徴 収金 の徴 収・ 管理  

 ・ 学 校 徴 収 金業 務 に つ い て は 、 保 護 者に よ る振 込 に変 更し たり 、 納入 業 者等 との 調整 を 図

  り、 現 金を 学校 で扱わ ず に すむ よ う な仕組 み につ い て 積 極的 に推進 する 。

　 　 ④ 地域学 校協 働活動 の関 係者 間の 連絡 調整等  

 ・ 令 和 ７ 年 度 か ら 全 校 で 始 ま っ た 学 校 運 営 協 議 会 の 体 制 の 確 立 を 図 り 、 地 域 学 校 協 働 活

 動推 進員に よる 地域 との 連携を 深 める こ とで 、地 域の 力に よる 働き 方改 革の 推進 を図 る。
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　    ⑤ 保護者 等か らの 過 剰な 苦情や 不 当な要 求等 の学 校で は対応 が困難 な事 案へ の 対応  

・ 保 護 者 に対 し て 、 様 々 な 相 談 窓 口 （ 八 街 市 教 育 相 談 ダ イ ヤ ル 、 家 庭 教育 相 談 、 千 葉 県 中

 央 児 童 相 談 所 、 子 ど も ・ 家 庭 110番 、 児 童 相 談 所 虐 待 対 応 ダ イ ヤ ル 等 ） の 周 知 を 図 る と

 とも に、 関係 機関 との連 携を よ り密接 にし て い く 。

 

　 イ　 教 師以 外が積 極的 に参画 すべ き 業務   

　 　 ⑥ 調査・ 統計 等へ の 回答  

 ・ 校 務 支 援 シ ス テ ム の 機 能 等 を 活 用 す る こ と に よ っ て 、 市 か ら 学 校 に 発 出 さ れ る 調 査 の 回

  答 に係る 事務負 担を 軽減 す る。

　 　 ⑦ 学校の 広報 資料 ・ウ ェ ブ サ イト の作 成・ 管理  

 ・ 学 校 配 付 文書 を デ ジ タ ル 化 し デ ー タ での 配付 とす る こ と で、 印 刷業 務 等の 負 担 を 晴ら   

　  す 。 ま た 、 デ ー タ の 作 成 や ホ ー ム ペ ー ジ の 更 新 に お け る 技 術 支 援に お い て は 、 ICT支 援 員

　   等 を 積極 的 に 活 用 す る こ と で 、 情 報 発 信 の 充 実 を 図 り つ つ 、 教職 員 の 負担 軽 減に 継 続し

  て 取り 組む 。

　 　 ⑧ ＩＣ Ｔ機 器・ ネッ ト ワーク 設 備の 日常 的な保 守・ 管理 

 ・ Ｉ Ｃ Ｔ機 器 ・ ネ ッ ト ワ ー ク 設 備 の 日 常 的 な 保 守 ・管 理 に つ い て は、 ICT支 援 員 が 中 心 とな っ

　  て 行い つ つ 、学 校の 実情 に応じ 、 民間 事業 者へ の 委託を 検 討す る。

　 　 ⑨ 学校プー ル や 体育 館等 の施 設・ 設備 の 管理 

 ・ 教 職 員 に よ る 学 校プ ー ル の 管 理 に つ い て は 、 市 内 全 小 中学 校 で 水 泳 の 授 業 を 民 間 事 業

  者 へ委 託し 、 教職 員によ る施設 管理 する 必要 を なく す。   

 ・ 体 育 館 等 の 地 域 開 放施 設 の 管 理 業 務 につ い て は 、 市と 協力 し 事 務手 続 き や 施設 の 管 理

  等 の負 担軽減 を 促進す る 。

　 　 ⑩ 校舎の 開錠 ・ 施錠 

 ・ 校 舎 の 開 錠 ・ 施 錠 に つ い て は 、 教 頭 等 の 特 定 の 職 員 に 責 任 や 負 担 が 集 中 し な い よ う 、 役

  割 分担の 見直 し 等を 促進 す る。

　 　 ⑪ 児童生 徒の 休み 時 間にお ける 安全 へ の配 慮 

 ・ 施 設 遊 具 の 安 全 点 検 、 休 み 時 間 に お け る 児 童 生 徒 の 安 全 へ の 配 慮 に つ い て 、 保 護 者 や

  地 域ボ ラン ティ ア 等 の 協力に つい て 学校運 営協 議会等 にて 協 議す る。

　 　 ⑫ 校内清 掃 

 ・ 校 内 清 掃 や 環 境 整 備等 の 実 施 回 数 や 範 囲 を 合 理 化 で き る よ う に、 学校 運 営協 議 会等 に

  よ る清掃 活動 への 協 力体 制を 推進 する 。

　 　 ⑬ 部活動  

・ スポ ー ツ 庁及び 文化 庁が 別に定 め るとこ ろに より 、八 街市 の実 状の 応じ た 部活 動の 地  

 域 展開・ 地域 連携を 推 進す る。  

  

　 ウ 　 教師 の 業務 だが、 負担 軽減 を促 進す べ き業 務  

　 　 ⑭ 給食の 時間 にお ける 対応  

 ・ 食 に 関 す る 指 導 に つ い て は 、 栄 養 教 諭 や 学 校 栄 養 職 員 等 と の 積 極 的 な 連 携 を 推 進 す   

 る 。
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　 　 ⑮ 授業準 備 

 ・ ク ラ ウ ド に よ る 職 員 間 の 資 料 共 有 を 含 め た デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 の 促 進 や 、 資 料 の 印 刷 ・

  ワ ー ク や 小 テ ス ト の 採 点 業 務 等 お け る ス ク ー ル ・ サ ポ ー ト ・ ス タ ッ フ の 活 用 に よ る 負 担 軽  

　  減 を図 る。

　 　 ⑯ 学習評 価や 成績 処理 

 ・ 校 務 支 援 シ ス テ ム 、 自 動採 点 ソ フ ト 等、 校 務DXの 活 用 促 進 を 図 る こ と で 、 評価 ・ 成績 処  

  理 に係る 事務負 担の 軽 減を 図る 。

　 　 ⑰ 学校行 事の 準備 ・運 営 

 ・ 学 校 行 事 に つ い て は 、 行 事 の 精 選 ・ 行 事 自 体 の ス リ ム 化 ・ 準 備 の 効 率 化 等 を 促 進 す る こ

  とで 、 教 師 の 負担 軽 減 を 図 る 。 ま た 、 学 校運 営 協議 会・ 保 護 者へ も 丁 寧に 説 明を 行 う こ と

  で、 地 域の 協力 を仰 ぐ こと ができ る 業務に つ い て も 整 理す る 。

　 　 ⑱ 進路指 導の 準備  

 ・ 生 徒 の 卒 業 後 の 就 職 先 に 関 す る 情 報 収 集 等 に つ い て 、 学 校 と 関 連 機 関 等 と の 連 携 を 密  

  にし 、 地方 公共 団体等 におけ る 就職に 関す る専 門人 材との 協 働を 促進 する 。 

　 　 ⑲ 支援が 必要 な児童 生徒・ 家庭 へ の 対応 

・ 児 童 生 徒 の 課 題 の 状 況 に 応 じ 、 養 護 教 諭 の ほ か 、 ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー、 ス ク ー ル ソ ーシ

 ャ ル ワ ー カ ー 、 教 育 支 援 ア ド バ イ ザ ー 、 心 理 士 、 特 別 支 援 教 育 支 援 員 、 医 療 若 し く は 福 祉

 に 関 す る 専 門 人 材 又 は 日 本 語 指 導 に 係 る 支 援 員 等 に よ る 効 果 的 な 支 援 が 期 待 さ れ る  

 業 務 に つ い て 、 教 師 と の 協 働 を 促 進 す る 。 特 に 、 不 登 校 児 童 生 徒 へ の 対 応 に あ っ て は 、  

 教 育 支 援 セ ン タ ー 「 ナ チ ュ ラ ル 」 の 活 用 強 化 や 校 内 教 育 支 援 教 室 補 助 教員 等 に よ る 効  

 果 的な支 援を 促進 する 。   

・ 子育て 支 援課等 の 関係 機関に 対し て 、 学校 との 協働体 制が 強化さ れ るよ う 調整す る 。
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（ ２ ） 学校 におけ る 措置の 推 進 

〇教 育課程 ・日 課表に つ い て は、 以下 につ い て の 取組 を 推進す る 。 

　 ・ 教 育 課 程 にお け る 年 間 授 業 時 数 や 週 当 た り 授業 時 数 に つ い て は 、 年 度 当 初 の 計 画 段

　  階 で 、 真 に 必 要 な 時数 と な る よ う に 設 定す る とと も に 、 年 度 毎 に確 実 に 点 検 す る こ と   

   で、 過度な 余剰 時数の 削 減に努 め る。  

　 ・ 特 に、 標 準 授 業 時 数 を 大 幅 に 上 回 っ て 編 成 さ れ て い る 場 合 （ 小 ４以 上 は 年 間 で 1086

   単位時 間以 上） には 、真 に必要 かど うか 見直 し を 図る 。 

　 ・ 日 課 表 に つ い て は 、 下 校 時 刻 や 清 掃 時 間 の 見 直 し 、 短 縮 日 課 ・ 午 前 中 ５ 時 間 日 課 の  

   導入、 中学 校にお ける ４５ 分授 業等 の導 入な どに より、 工 夫し て 設定 す る。  

　 ・ 放課 後の 活動 時間 につ い て は、 勤務 時間 内で 設定で きる よう に、 業務 の 適正化 に効 

   果の あった 取組 （ 会議時 間の 上限 設定 等） を 参考 にし なが ら、 見直 す。  

　 ・ 当初 の ねら い が 形骸化 し 、 十分な 効果 が見込 めな い 活動 等につ い て 、年 度毎 に見直  

   しを 図 り、 改善 を推 進す る。  

〇 校務 DXを 推 進 し 、「 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想の 下 で の 校 務 Ｄ Ｘチ ェ ッ ク リ ス ト 」 に 基 づ い た 自

  己 点検に より 改善 を図 る。

 

 

（ ３ ） 教育 職員 の健 康及び 福 祉の 確保 に関す る 取組  

〇年 次有給 休暇に つ い て  

　 ・ 長 期 休 業 に お け る 学 校 閉 庁 日 を 設 定 す る こ と で 、 ま と ま っ た 日 数 の 連 続 し た 取 得 を 促

   進す る。  

　 ・ 長期 休業 以外で も、 心身 の リフ レ ッ シ ュ の ため の 年次有 給休 暇の 取得 を促 進す る。  

〇 通 常 課 業 日 に お け る 定 時 退 勤 日 を 月 ４ 回 以 上 設 定 す る よ う 推 進 す る 。 ま た、 設 定 に つ い

  て 、 形骸 化 し な い よ う 各学 校 にお け る工 夫 を 促す と とも に 、横 展 開に よ り効 果的 な事例  

  を 共 有す る。  

〇早 出遅出 勤務制 度、 テレ ワ ーク など 実施 につ い て は 

　 　 令 和 ８ 年 度 中 に 実 現 可 能 な 方 策 に つ い て 検 討 を 行 う と と も に 、 夏 季 休 業 期 間 に は 試

　 行 的に取 り組 め るよう にす る 。 

　 　 試 行の 際 には 、 ① 勤 務 実 態の 把握 、 ②情 報 セキ ュ リテ ィ の 確保 、 ③業 務の 適切 性の ３

  観 点か ら、 適切 な運用 に向け て 課 題と効 果を 検証 す る。
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５．関連する取組、今後のフォローアップにつ いて  

〇取 組の 着実 な実行 を 図るた め、  

　 ・ 職員 の 時間外 在校 等時間 の 状況と 目標に 向け た進 捗状況  

　 ・ 年次 有給 休暇取 得状 況 

　 ・ ス トレ ス チェ ッ ク にお ける 市の 状 況 

　 ・ 各学 校の 取組 内容 や、 効果 があ った例  

　 に つ い て は 、 総 合 教 育 会 議 及 び 教 育 委 員 会 議 等 に て 報 告 す る と と も に 、 ホ ー ム ペ ー ジ

　 に て 公表 する 。 

〇 時 間 外 在 校 等 時 間 に か か る 目 標 の 達 成 状 況 に つ い て は 、 本 市 で 導 入 し て い る 出 退 勤  

  シ ス テ ム で 把 握 し 、 そ の 他 の 目 標 に つ い て は 、 本 市 で 導 入 し て い る ス ト レ ス チェ ッ ク の 結

  果 から 把握 する 。  

〇 学 校 で の 児 童 生 徒 等 の 支 援 に つ い て 、 関 係 部 局 ・ 関 係 機 関 と 連 携 し 、 専 門 的 な 知 見 を

　 有 する 人材 の 確保に 取り組 む 。   

〇 本 計 画 の 内 容 に 照 ら し て 課 題 が 見 ら れ る 学 校 に つ い て は 、 聞 き 取 り ・ 指 導 等 を 実 施 す  

  る 。 特 に 、 時 間 外 在 校 等 時 間 が 長 時 間 と な っ て い る 教 育 職 員 が い る 学 校 や 、 業務 の 持  

  ち帰 り や 休憩 時 間の 確 保 が課 題 となっ て い る 学校 に 対し て は、 当該 年度 中にも 速や か  

  に 状況が 改善 され る こと を目 指し 、 当該 学校に 対す る個 別の 支援 ・ 指導を 実 施する 。  

〇 各 学 校 に お け る 働 き 方 改 革 の 取 組 が 進 む よ う 、 様 々 な 機 会 を 捉 え 各 学 校 へ 本 計 画 の 周

  知 を 行 う と と も に 、 管 理 職 向 け に 県 教 育 委 員 会 が 主 催 す る マ ネ ジ メ ン ト 等 に 関 す る 研 修

  を 周 知 し 、 積 極 的 に 活 用 す る よ う 促 す 。 各 学 校 に お い て は 、 校 長 を は じ め と し た 管 理 職  

  の リ ー ダ ー シ ッ プ の も と 、 学 校 運 営 協 議 会 に お け る 協 議 等 も 踏 ま え つ つ 、 本 計 画 に 基 づ

  き 、教 職員 の働 き方 改革 に向け た取 組を 実施 す る。   

〇 保 護 者 、 地 域 の 理 解 を 促 進 す る た め 、 本 市 に お け る 「 業 務 の ３ 分 類 」 を は じ め と す る 業

　 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 の 内 容 に つ い て 保 護 者 や 地 域 等 に 周 知 を 行 う と と も に 、 具 体

　 の 項 目につ い て 協力を 得 られ るよ う 取り 組む 。



報告２資料

学校給食費の見直しについて

１　改正概要

２　給食費の設定等

保護者 教職員等 保護者 教職員等

賄材料費

給食費 4,430 4,430 6,300 6,300

受益者負担 4,430 4,430 0 5,000

公費負担 市　1,870
(国等の交付金を含む)

市　1,870
国・県　5,200

市　1,100
市　1,300

賄材料費

給食費 5,060 5,060 7,300 7,300

受益者負担 5,060 5,060 5,060 6,000

公費負担 市　2,240
(国等の交付金を含む)

市　2,240 市　2,240
(国等の交付金を含む)

市　1,300

※設定金額については、実際にかかる賄材料費相当額とし、令和8年度に向け改正を行な

　った近隣市と比較しても大差なく同水準となっています。

※令和8年度の学校給食費については、小学生の保護者負担額は公費負担により0円とし、

　現在の給食費は小学校4,430円、中学校5,060円ですが、令和7年10月時点での賄い材料

費は、小学校約6,300円、中学校7,300円となっておりました。

　そのため、昨年12月に開催した定例会におきましては、急激な値上げを避けるために

給食費の額を小学校5,000円、中学校6,000円に改正することをご報告したところです。

　また、児童生徒については、子育て支援の観点から小学校4,430円、中学校5,060円に据

日に、既に学校には負担額は5,000円、6,000円のままとして通知していることから、教職

え置くこととしました。

　その後、令和7年12月19日付け、文部科学省総合教育政策局健康教育・食育課から「学

校給食費の抜本的な負担軽減への対応を含む『三党合意に基づくいわゆる教育無償化に向

けた対応について』の決定等について」の通知があり、小学校段階の学校給食に係る食材

費を、月額5,200円を上限として支援する旨が示され、同年同月26日に閣議決定されたと

ころです。

　国が示す基準額が改正後の小学校の月額の5,000円を上回るため、現在の賄材料費であ

る6,300円を、給食費の額に設定しようとするものです。

　また、中学校においても、今後における無償化を見込み、小学校同様に月額6,000円か

ら7,300円に改正しようとするものです。

　なお、小中学校に勤務する教職員等には、急激な値上げを避ける目的で、令和7年12月3

7,300

員等の給食費と今回改正額との差額については市で負担することとします。

（単位：円）

区分
令和７年度 令和８年度

小学校

6,300 6,300

中学校

7,300

－1－



　中学生の保護者負担額5,060円を超えた分並びに小学校における教職員負担額5,000円

　を超えた分及び中学校における教職員負担額6,000円を超えた分は、市による公費負担

　措置とします。

３　令和７年１２月２６日現在での近隣市の状況 (単位:円)

保護者 教職員等 保護者 教職員等

小学校 4,780 6,170 6,170 同額

中学校 5,500 7,100 7,100 同額

小学校 4,800 6,200 6,200 同額

中学校 5,900 7,400 7,400 同額

小学校 5,000 5,900 5,900 同額

中学校 5,800 6,900 6,900 同額

区分
令和７年度 令和８年度

成田市

四街道市

東金市

－2－
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○八街市学校給食費徴収規則 

平成２１年９月３０日 

規則第２１号 

（趣旨） 

第１条　この規則は、学校給食費（学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）

第１１条第２項に規定する「学校給食費」をいう。以下「給食費」という。）

の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

（給食費の額の決定） 

第２条　市長は、給食費の額の決定に当たり教育委員会を経て、八街市学校給

食センター設置条例（昭和４３年条例第１５号）第５条に規定する給食セン

ター運営委員会の意見を聴くものとする。 

２　市長は、前項の規定により給食費の額を決定し、又は変更したときは、教

育委員会を経て保護者（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に

規定する「保護者」をいう。以下同じ。）に通知するものとする。 

（給食費の単価） 

第３条　給食費の１食当たりの単価は、次の各号に掲げるとおりとする。ただ

し、食材に関する特別な配慮が必要であると認められる場合、それぞれに定

める額の範囲内で市長が別に定める額とする。 

(1)　市が設置する小学校に在籍する児童　２５６円 

(2)　市が設置する中学校に在籍する生徒　２９３円 

（追加〔令和６年規則１１号〕） 

（給食費の額） 

第４条　給食費は、第５条に規定する１期から１０期までの概算の額を次の各

号に掲げるとおりとし、１１期は、前条に規定する１食当たりの単価に一の

年度の給食実施日数を乗じて得た額から、第１期から第１０期までを合計し

た納付額を減じて精算した額とする。ただし、食材に関する特別な配慮が必

要であると認められる場合、それぞれに定める額の範囲内で市長が別に定め

る額とする。 

(1)　市が設置する小学校に在籍する児童　４，４３０円 
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(2)　市が設置する中学校に在籍する生徒　５，０６０円 

２　一の年度の給食実施日数は、次の各号に掲げる日を除くものとする。 

(1)　学校行事等で全校、学年又は学級単位で欠食するとき。 

(2)　疾病等により学校給食を連続して５日以上欠食するとき。 

(3)　前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた日 

３　転入等により、月の途中から給食を開始した者の最初の月の給食費の額は、

前条に規定する１食当たりの単価に最初の月の給食実施日数を乗じて得た額

とする。ただし、第１項で定めた額を超えてはならない。 

４　転出等により、月の途中で給食を停止した者の給食費の額は、前条に規定

する１食当たりの単価に停止する日までの給食実施日数を乗じて得た額から、

納付額を精算した額とする。 

（追加〔令和６年規則１１号〕） 

（給食費の納付方法等） 

第５条　保護者は、一の年度の給食費を、６月から１１期で、月末日（ただし、

１２月は２５日とする。）を納期限日とし、市の指定する金融機関に納付し

なければならない。 

（全部改正・一部改正〔令和６年規則１１号〕） 

（給食費の減免） 

第６条　市長は、次の各号のいずれかに該当する給食費を減額し、又は免除す

ることができる。 

(1)　市が設置する小学校及び中学校に在籍する第３子以降の児童及び生徒

に係る給食費 

(2)　その他市長が必要と認める給食費 

（追加〔令和５年規則１６号〕、一部改正〔令和６年規則１１号〕） 

（学校長の責務） 

第７条　学校長は、保護者に対して、給食費の額及び納入日その他給食費の納

付について周知徹底を図り、期限内に納付されるよう努めなければならない。 

（一部改正〔令和５年規則１６号・６年１１号〕） 

（補則） 
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第８条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

（一部改正〔令和５年規則１６号・６年１１号〕） 

附　則 

（施行期日） 

１　この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２　第３条の規定による給食費の納付について必要な行為は、この規則の施行

前においても行うことができる。 

附　則（令和２年８月２１日規則第３５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附　則（令和５年３月２３日規則第１６号） 

（施行期日） 

１　この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２　改正後の八街市学校給食費徴収規則第４条の規定による給食費の減免申請

について必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。 

附　則（令和６年２月２１日規則第１１号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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　　　八街市学校給食費徴収規則の特例に関する規則 

　（趣旨） 

第１条　この規則は、学校給食費に係る保護者及び学校職員等の経済的負担の

軽減を図り、子育て支援及び学校教育の充実を推進することを目的とし、

当分の間における学校給食費を減額するため、八街市学校給食費徴収規則

（平成２１年規則第２１号。以下「徴収規則」という。）の特例を定める

ものとする。 

　（給食費の単価に関する特例） 

第２条　徴収規則第３条の規定による給食費の１食当たりの単価のうち、生徒

の保護者から徴収する場合においては、同条第２号中「４２２円」とある

のは「２９３円」と読み替えるものとする。 

２　徴収規則第３条の規定による給食費の１食当たりの単価のうち、学校職員

等から給食費を徴収する場合においては、同条第１号中「３６４円」とあ

るのは「２９０円」と、同条第２号中「４２２円」とあるのは「３４８円」

と読み替えるものとする。 

　（給食費の額に関する特例） 

第３条　徴収規則第４条の規定による給食費の額のうち、生徒の保護者から徴

収する場合においては、同項第２号中「７,３００円」とあるのは「５,０

６０円」と読み替えるものとする。 

２　徴収規則第４条の規定による給食費の額のうち、学校職員等から給食費を

徴収する場合においては、同条第１項第１号中「６,３００円」とあるのは

「５,０００円」と、同項第２号中「７,３００円」とあるのは「６,０００

円」と読み替えるものとする。 

　（補則） 

第４条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

　　　附　則 

　この規則は、令和８年４月１日から施行し、同日以後に受ける学校給食につ

いて適用する。
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○八街市第三子以降学校給食費減免実施要綱 

令和５年３月２３日 

告示第２９号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、第三子以降の児童及び生徒に係る保護者（学校教育法（昭

和２２年法律第２６号）第１６条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。）

の子育てに要する費用の負担を軽減するため、八街市学校給食費徴収規則（平

成２１年規則第２１号。以下「規則」という。）第６条第１号の規定に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（一部改正〔令和６年告示２９号〕） 

（減免の要件） 

第２条　学校給食費の減免を受けることができる保護者は、次の各号に掲げる

要件を全て満たす者とする。 

(1)　保護者が子を３人以上扶養しており、その扶養している者のうち、最年

長者及び二番目の年長者である者を除いた者（以下「第三子以降の者」と

いう。）に、本市が設置している小学校及び中学校に在籍させ、学校給食

を受けさせていること。 

(2)　保護者が扶養している子と生計を一にしていること。 

(3)　保護者が生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条の規定によ

る教育扶助で学校給食費に関するものを受けていないこと。 

(4)　保護者が学校教育法第１９条の規定による就学援助その他国又は地方

公共団体の施策による給付であって減免を受けようとする学校給食費に係

るものを受けていないこと。 

（減免の対象） 

第３条　減免の対象となる学校給食費の額は、第７条各号に定める学校給食費

の減免を受けることができる期間の始期以後において第三子以降の者が当該

年度に喫食する規則第４条に規定する学校給食費の額とする。 

（一部改正〔令和６年告示２９号・７年７７号〕） 

（減免の申請） 
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第４条　減免を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、次の各

号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

(1)　八街市第３子以降学校給食費減免申請書（別記様式第１号） 

(2)　子を扶養していることを証明する書類（健康保険証資格情報のわかるも

の） 

(3)　その他市長が特に必要と認める書類 

２　前項第２号に規定する書類は、市が設置している小学校及び中学校に在籍

している子については提出を要しない。 

（一部改正〔令和７年告示７７号〕） 

（減免の申請または届出の期限） 

第５条　申請者は、前条に規定する減免の申請又は第８条に規定する減免の要

件の変更の届出を、別に定める期限までに行わなければならない。 

（減免の決定） 

第６条　市長は、第４条の規定による減免の申請があったときは、その内容を

審査し、可否を決定して八街市第３子以降学校給食費減免決定通知書（別記

様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

（減免を受けることができる期間） 

第７条　前条の決定を受けた申請者が、学校給食費の減免を受けることができ

る期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1)　第５条に定める期限までに申請又は届出（以下「申請等」という。）が

あった場合　減免の要件を満たすこととなった日から当該年度の３月末ま

で 

(2)　第５条に定める期限を超えて申請等があった場合　申請等があった日

の属する月の１日から当該年度の３月末まで 

（減免の要件の変更） 

第８条　第６条の決定を受けた申請者は、提出した申請書に記載した事項に変

更が生じたときは、八街市第３子以降学校給食費減免状況変更届（別記様式

第３号）に減免の要件が変更となったことを証明する書類を添えて市長に提

出しなければならない。 
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２　市長は、前項の届出があった場合は、その内容を審査し、減免の決定の全

部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更して、八街市第３子以降学

校給食費減免取消決定通知書（別記様式第４号）又は八街市第３子以降学校

給食費減免変更決定通知書（別記様式第５号）により、第６条の決定を受け

た申請者に通知するものとする。 

３　市長は、前項の規定にかかわらず、第２条に規定する要件に該当しなくな

ったとき又は虚偽の申請や申出により減免の決定があったときは、減免の決

定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更して、八街市第３子

以降学校給食費減免取消決定通知書又は八街市第３子以降学校給食費減免変

更決定通知書により、第６条の決定を受けた申請者に通知するものとする。 

（減免の決定の取消し） 

第９条　市長は、減免を取り消したときは、減免した学校給食費に相当する額

を請求することができる。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２　この告示による学校給食費の減免申請に関し必要な手続きその他の行為は、

この告示の施行の日前においても行うことができる。 

附　則（令和６年２月２１日告示第２９号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年３月３１日告示第７７号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別記様式第１号（第４条第１項第１号） 

（全部改正〔令和７年告示７７号〕） 

様式第２号（第６条） 

様式第３号（第８条第１項） 

（全部改正〔令和７年告示７７号〕） 

様式第４号（第８条第２項、第３項） 

様式第５号（第８条第２項、第３項） 
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